
建築基準法に基づく

建築工事届・建築物除却届の
オンライン申請

【お問い合わせ先】
甲府市
まちづくり部 建築指導課
☏055-237-5824

申請方法については、裏面をご覧ください。

�甲府市 やまなしくらしねっと

窓口に行かなくても届出ができます。

【申請方法】
「やまなしくらしねっと甲府市電子申請サービス」にて申請
※引き続き、紙面での届出も可能です。
※工事着手前に届出してください。

【申請対象】
甲府市内の工事における
建築基準法に基づく建築工事届・建築物除却届

令和7年4月1日より始まります！

建築工事届・
建築物除却届に
関するページは
こちら（甲府市HP）

検索

来庁不要！

24時間いつでも、どこでも申し込めます。パソコンから



オンラインでの申請方法

１．「やまなしくらしねっと甲府市電子申請サービス」の手続き一覧から
《建築基準法第15条の規定による建築工事届又は建築物除却届の手続き申込》を選択

２．連絡先のメールアドレスを入力
➡申込画面へアクセスできるURLが届きます。
※修正や連絡事項等がある場合、

こちらのメールアドレスに連絡させていただくことがあります。

３．申込画面より、必要事項の入力及び届出書等の添付

申し込む をクリック

「申込完了通知メール」が届きます。
ここに記載してある“整理番号・パスワード”は、
申し込み照会をする際に必要となります。

４．「届出受理通知メール」の確認
届出書の内容に不備等が無ければ、「申し込み照会ページ」のURLが記載された
「届出受理通知メール」が届きます。
“整理番号・パスワード”を入力し、アクセスしてください。

確認へ進む

※修正等がある場合を考慮し、余裕を持って手続きをお願いします。


